
 

福 祉 環 境 委 員 会 

（ 保 健 福 祉 局 ） 

平成 31 年 2 月 14 日 

【報告】 

「神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例」に関する取組状況について 

 

１．認知症「神戸モデル」の実施状況（診断助成制度）（平成 31年１月 28日開始） 

・認知症「神戸モデル」とは、新たに創設する診断助成制度と事故救済制度を組み合わ

せて実施し、その財源は、超過課税の導入により、市民の皆様からご負担（年間400

円／人）いただくこととする全国初の取り組み。 

・診断助成制度は、65歳以上の市民を対象に、認知症の疑いがあるかどうかを診る認知

機能検診（第１段階：地域の医療機関で診断）と、疑いがある方については、認知症

かどうかと、軽度認知障害（MCI）も含めて、病名の診断を行う認知機能精密検査（第

2段階：専門の医療機関で診断）を組み合わせた2段階方式の診断制度（第1及び第2段

階とも自己負担なし）。 

 （１）実施医療機関数 

① 認知機能検診    実施医療機関数326 

② 認知機能精密検査  実施医療機関数53（認知症疾患医療センター7含む）  

 （２）申し込み状況（第1段階の受診券） 

    3,435件（1月28日～2月12日の16日間の合計） 

    （内訳）郵送149件、ファックス477件、電話2,135件、ホームページ667件、持参

7件 

      ※既診断者からの賠償責任保険申し込み78件  

 （３）受診券発送 

    1,618件（2月 11日現在） 

 

２．認知症「神戸モデル」の開始（診断助成制度）に伴う広報活動 

診断助成制度の開始に伴い、下記のとおり広報活動を実施。 

（１）広報紙での情報発信 

○広報紙 KOBE１月号の概要 

   診断助成制度の開始日（1月 28日）を周知 

○広報紙 KOBE２月号の概要 

  特集記事（２ページ） 「神戸がひらく、認知症支援の未来」 

  はさみ込み記事（４ページ） 

   ・診断助成制度開始のお知らせ（内容及び手続きを紹介） 

   ・実施医療機関の紹介（全医療機関の住所、電話番号） 

      

 

追加資料 

- 1 - 



（２） 地域での広報 

① 交通機関での広報

掲出場所 期間 広告媒体 

神戸市営地

下鉄  

西神・山手線 
１月 21日

～ 
３月３日 

中吊広告 

名谷駅、西神中央駅、学園都市駅、西

神南駅、新神戸駅 

デジタルサイネー

ジ（15秒動画） 

三宮駅柱巻（東行ホーム・西行ホーム） アドコラム（柱巻） 

三宮駅（東改札外） １月 21日
～ 

１月 31日 

アドコラム（柱巻） 

西神・山手線 

新神戸駅、三宮駅、県庁前駅、大倉山

駅、湊川公園駅、上沢駅、長田駅、新

長田駅、板宿駅、妙法寺駅、名谷駅、

総合運動公園駅 

海岸線 全駅 

２月 11日
～ 

２月 20日 

ポスター 

学園都市駅、伊川谷駅、西神南駅、西

神中央駅 

２月 11日
～ 

２月 22日 

ポスター 

神戸市営バ

ス 

魚崎営業所、石屋川営業所、中央営業

所、松原営業所、落合営業所、垂水営

業所、西神営業所 

１月 21日
～ 

３月３日 

中吊広告 

ＪＲ西日本 三ノ宮駅（中央口、西口） １月 21日
～ 

３月３日 

デジタルサイネー

ジ（15秒動画） 

三ノ宮駅（東西通路） １月 21日
～ 

２月 3日 

阪神電車 神戸三宮駅（西口改札外） １月 28日
～ 

３月３日 

パネル 

神戸電鉄 湊川駅、鈴蘭台駅、北鈴蘭台駅、谷上

駅、西鈴蘭台駅 １月 21日
～ 

３月３日 

ポスター 

新開地駅 デジタルサイネー

ジ（静止画） 

② その他の場所での広報

掲出場所 期間 広告媒体 

ミントビジョン １月 21日～３月３日 15秒動画 

クモイビジョン １月 21日～３月３日 15秒動画 

さんちか アドウインドー ２月１日～２月 28日 パネル 

市役所 1号館 1階 １月 21日～２月 28日 デジタル CM（15秒動画） 

市役所 2号館 １月 21日～２月４日 横断幕 ﾌﾗﾜｰﾛｰﾄﾞ側（旧花時計横） 

- 2 -



③ライトアップ （オレンジ色）

ライトアップスポット 期間 時間 

１ 明石海峡大橋 1月 28日（月） 日没～24時まで 

２ 
フラワーロード光のミュージアム 

新神戸駅付近～神戸ﾎﾟｰﾄｵｱｼｽ周辺 

1月 28日（月） 

～ 

1月 30日（水） 

日没～翌日明朝まで 

３ ハーバーランドガス灯通り 日没～23時 30分まで 

４ 
メリケンパーク 

ＢＥ ＫＯＢＥ、モニュメント等 

日没～23時頃まで ５ 兵庫運河プロムナード 

６ かもめりあ 

７ 六甲アイランドリバーモール 

８ 
モザイク大観覧車 

ライトアップ、 文字表示 

18時～23時まで 

※文字表示は各時 00分、30分 

※その他地域団体や事業者、あんしんすこやかセンターなどにポスター、チラシ等を配布 

 （チラシ：14,070、ポスター：453、ティッシュ：18,860を配布 ※2月 5日時点）  

３．認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

  認知症診断助成制度及び事故救済制度の制度案をとりまとめ、審議を行った。 

（１）第３回の概要 

①開催日時：平成 31 年１月９日（水）14：00～16：00

②開催場所：三宮研修センター ５階 505 号室

③出席委員：北委員長、岩佐、置塩、河西、窪田、名倉（幸寺委員代理）、古和、桜間、

山下（玉田委員代理）、吉田（西委員代理）、前田、松井、祐村、吉川 各委員 

④議事：・認知症診断助成制度について

・事故救済制度に関する給付金判定部会の設置について 

・認知症初期集中支援事業運営関連部会の所管事項の追加等について 

⑤議事概要：

ア 認知症診断助成制度について

・認知症診断助成制度、事故救済制度の対象者について検討し、下記のとおり合

意した。 

① 認知症疾患医療センターを紹介なしに受診し、認知症と診断された者は

助成金の対象外であるが、賠償責任保険と GPS利用の対象とする。

② 第２段階医療機関あるいは認知症疾患医療センター以外の市内の認知症

の専門医（日本認知症学会専門医あるいは日本老年精神医学会専門医）

に認知症と診断された者は賠償責任保険と GPS利用の対象とする。（市外

の者は対象と決定している。助成金は対象外。）

③ 給付金の支給は判定部会で判定するが、給付金の支給判定に必要な診断

（事故後の診断）を市内の認知症疾患医療センターで行う。事後の検査

は、診断結果に関わらず助成金の対象とする。
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④ 制度開始前に国内医療機関で診断を受けている者は、制度開始後３年間

は、統一書式の診断書を提出することで、事故救済制度の対象者とした

が、まずは１年間（当面、平成 32年 3月まで）の登録として広報を推進

する。

⑤ 経過措置として、事故救済制度開始後 1年間（平成 32年 3月まで）は、

第２段階医療機関あるいは認知症疾患医療センター以外の国内医療機関

で行った認知症検査の結果、認知症と診断された者は、賠償責任保険と

GPS利用の対象とする。（助成金は対象外。）

イ 事故救済制度に関する給付金判定部会の設置について 

  ・事故救済制度に関する給付金判定部会の設置について検討し、下記のとおり合

意した。 

① 事故救済制度のうち、認知症の人が起こした事故に関する給付金の支

給について判定を行うため、「認知症の人にやさしいまちづくり推進

委員会」の下に、「事故救済制度に関する給付金判定部会」を設置す

る。

② 法律・医療の専門家により構成（５人程度）する。

③ おおむね月に１度、事故救済制度に関する給付金判定部会を開催し、

申請のあった案件について判定を行う。

④ 部会の会議は非公開とする。

ウ 認知症初期集中支援事業運営関連部会の所管事項の追加等について 

  ・認知症初期集中支援事業運営関連部会の所管事項の追加等について検討し、下記

のとおり合意した。 

① 認知症初期集中支援事業運営関連部会の所管事項に新たに、「認知症

疾患医療センターの運営評価に関すること」を追加する。

② 認知症疾患医療センターの整備に関しては、引き続き神戸市保健医療

審議会・医療専門分科会の下に設置している認知症疾患医療センター

検討委員会の所管事項とする。

③ 現在 11名の委員について増員を予定。

④ 部会名称を下記のとおり変更する。

変更前 認知症初期集中支援事業 運営関連部会 

変更後 認知症初期集中支援事業等運営関連部会 

（議事要旨は、別添資料 10 のとおり） 

４．認知症の診断に関する専門部会 

  事故救済制度に関連する認知症診断助成制度案をとりまとめ、審議を行った。 

（１）第２回の概要 

①開催日時：平成 30 年 12 月３日（月）19：30～21：30

②開催場所：三宮研修センター ７階 705号室
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③出席委員： 小倉、久次米、古和、妹尾、前田、宮軒、若栄 各委員 

④議事：・認知症診断助成制度について 

・認知症診断助成制度に関する書類について 

 ⑤議事概要：・事故救済制度に関する診断方法について審議を行った。 

        （議事要旨は、別添資料 11 のとおり） 

 

５．今後のスケジュールについて（予定） 

４月       事故救済制度開始 

４月       オレンジダイヤル開設（認知症に関する市民向け総合電話相談） 

６月予定  75歳以上の市民へ無料受診券送付 

平成 31年度中   認知症疾患医療センターに専門医療相談等窓口を順次開設 

  （仮称）認知症見守りヘルパー事業の開始 

※認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会及び各専門部会は、認知症の人にや

さしいまちづくりの推進及び評価を行うため、引き続き開催（年１回程度。給付

金判定部会は月１回程度）。 

 

＜参考＞事故救済制度 

○認知症と診断された方が対象 

① 賠償責任保険に市が加入 ※事前に登録された方の保険料を市が負担。 

② 事故があれば、24時間 365日相談を受付 

※専用のコールセンターを設置し、事故が起こった際、迅速に相談に対応。 

       ℡：０１２０-２
じ

５
こ

９
きゅう

３
さ

１
い

５
こうべ

 

③ 所在が分からなくなったら、かけつけ 

※ＧＰＳ端末の導入費用（1 台あたり 4,500 円 税抜き）及び、非常時の

かけつけ（捜索）サービスにかかる費用（1 人年間最大６回まで／1 回

最大 3時間 1時間当たり 6,000円 税抜き）を市が負担。 

※月額利用料金は別途発生（１台あたり月額 2,000円 税抜き） 

○全神戸市民が対象 

④ 認知症の人が起こした火災や傷害などの事故に遭われた方に、見舞金（給付

金）を支給 
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 神戸市GPS安心かけつけサービス 

 神戸市では、認知症と診断された方に、 
日常生活を見守り、非常時のかけつけ（捜索）
サービスを含むＧＰＳ端末の利用（レンタル）
の導入費用を負担します。 

※別途、月額利用料は自己負担です 

料金項目 料金(消費税別) 料金負担 

契約事務手数料 4,500円／台 神戸市 

月額利用料金 2,000円／台 利用者 

かけつけサービス 
出動料金 

6,000円／1時間 
※延長含め１回最大3時間まで 

神戸市(6回目まで) 

利用者(7回目から) 

【まもるっくの機能・機器についてのお問い合わせ先】 

Ｈ３１年 
４月１日 

  開始 

ＰＯＩＮＴ 
  １ 

緊急通報可能 

ＰＯＩＮＴ 
  ２ 

位置検索機能 

見つける見守る
ＰＯＩＮＴ 

  ３ 

ガードマンが 
かけつける 

かけつける 

お問い合わせは 
こちらまで！ 

綜合警備保障株式会社 神戸支社 
〒651-0084  
神戸市中央区磯辺通4－1－44 

TEL：０７８－２２２－６９７１ 
（平日 ０９時～１８時） 

TEL：0120-886-664 (休日・夜間） 

 http://www.alsok.co.jp/ 

認知症と診断された方への案内チラシ 
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認知症と診断された方とそのご家族の方が利用申請対象者となります。 

ステップ１ 
利用申請 

市に「GPS安心かけつけサービス」の利用申請を行いま
す。審査のうえ、結果を通知します。 
（受付窓口：神戸市介護保険課 ※同封のリーフレットをご確認下さい） 

ステップ２ 
利用契約 

ステップ３ 
利用開始 

ステップ４ 
料金支払い 

審査後、ALSOK(アルソック)から連絡がありますので、
面会して必要な説明を受けた上で利用契約を結んでく
ださい。   ※利用契約は平成31年4月以降になります 

契約から約２週間後でALSOK(アルソック)よりGPS
端末「まもるっく」を納品しますので、取扱説明書
等を確認の上、サービスを利用開始してください。 

サービスの利用開始後は、ALSOK(アルソック)から 
の請求に従い、利用料金をお支払ください。 

●まもるっく端末を利用した見守りサービスの基本的な流れ

●GPS端末(まもるっく)利用の流れ

緊急時に中央のボタンを長押し
することでALSOKに通報する。 

内蔵センサーが、歩行中に転
倒して動けない状況を感知して
ALSOKへ自動通報する。 

現在の位置情報を取得します。 

あらかじめ設定した生活圏エリ
アに端末が出入りした情報を取
得します。（最大１０エリア） 

あらかじめ設定した時刻の端末
位置情報を取得します。（曜日
ごとに５回まで設定可能。） 

※ マークがついている機能はメール通知可能です。 ※ マークがついている機能はメール通知可能です。 

※かけつけサービスは緊急連絡先に登録されている方か
らの依頼により、実施します。ご利用者様本人が依頼し
たい場合は、事前にご利用者様を緊急連絡先に登録し
ておく必要があります。 

かけつけ 
サービス 

救急情報 
登録サービス 

緊急連絡先からの依頼により警
備員を出動させ、ご利用者様を
捜索します。 

持病やかかりつけの病院・主治医
を登録することで必要に応じて消
防・医療機関に情報を提供します。 

１８時間連続してボタン操作や
内蔵センサーが反応しなかったこ
とをALSOKへ自動通報する。 

ライフリズム 
異常通知 

緊急通報 

エリア 
出入通知 

定時刻 
位置検索 

現在位置 
検索 

転倒感知 

かけつける 

お客様からのご依頼を受けて
ガードマンがかけつけ 

見守る 

緊急事態を見守る各種通報機能 

見つける 

ＧＰＳを利用した位置検索機能 
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■認知症診断助成制度、事故救済制度の対象者一覧 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

対

象

者 

診断方法 

神戸市の診断助成制度

（第２段階）で診断 

初期集中支援事業の対象者 かかりつけ医の紹介（院内

紹介含む）で認知症疾患医

療センターを受診 

認知症疾患医療センターを

直接受診（紹介なし） 

第２段階医療機関、認知症

疾患医療センター以外の専

門医による診断 

給付金支給のために診断

（事故後の診断） 

制度開始前に既に診断 １～７以外の方法で認知症

と診断 

年齢要件 
65歳以上 なし 

※初期集中が40歳以上対象 

なし なし なし なし なし なし 

医療機関 

第２段階の医療機関 市内の認知症疾患医療セン

ター 

市内の認知症疾患医療セン

ター 

市内の認知症疾患医療セン

ター 

第２段階医療機関、認知症

疾患医療センター以外の専

門医 

給付金支給の判定部会で判

定（診断は市内の認知症疾

患医療センターに依頼） 

日本国内の医療機関 日本国内の医療機関 

診断の確認方法 

第２段階医療機関からの

報告（様式２－１） 

認知症疾患医療センターか

らの報告（様式４－１） 

※本人同意が必要 

認知症疾患医療センターか

らの報告（様式４－１） 

※本人同意が必要 

認知症疾患医療センターか

らの報告（様式４－１） 

※本人同意が必要 

自身で疾患名が記載された

診断書（市所定の様式）を

提出 

認知症疾患医療センターか

らの報告（様式４－１） 

※本人同意が必要 

自身で疾患名が記載された

診断書（市所定の様式）を

提出 

自身で疾患名が記載された

診断書（市所定の様式）を

提出 

助
成
金 

認知症と診断 ○ ○ ○ × × ○ × × 

認知症でない ○ ○ ○（65歳未満は×） × × ○ × × 

事
故
救
済
制
度 

給付金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

賠償責任保険 ○ ○ ○ ○ 
○ 

（市外の者は転入した場合） 
（診断後○） ○ 

○ 

（市外の者は転入した場合） 

ＧＰＳ ○ ○ ○ ○ 
○ 

（市外の者は転入した場合） 
（診断後○） ○ 

○ 

（市外の者は転入した場合） 

その他 

・賠償責任保険の登録期間

は1年間（31年度末まで） 

・給付金は期限なし 

・１年間の経過措置（31年

度末まで） 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第３回会議資料より抜粋 資料６ 
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（案） 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会運営要綱 

平成 31 年１月９日 

委 員 長 決 定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会規則（平成 30年 3月

規則第 38号)（以下「規則」という。）第 10条の規定に基づき，神戸市認知症の人にやさしい

まちづくり推進委員会（以下「委員会」という｡）の運営に関し必要な事項について定める。 

（部会） 

第２条 委員会に，次の部会を設置する。 

(1) 事故救済制度に関する専門部会     定数 15名以内 

(2) 認知症初期集中支援事業等運営関連部会   定数 15名以内 

(3) 認知症の診断に関する専門部会  定数 15名以内 

(4) 事故救済制度に関する給付金判定部会  定数 10名以内 

２ 前項の各号に掲げる部会への委任事務は，別表に掲げるとおりとする。 

３ 部会は，部会長が召集する。ただし，部会長が互選されるまでの間，保健福祉局長が召集す

る。 

４ 第２条第１項各号に定める部会の定数は，議事に関係のある特別委員が出席するときは，こ

の限りではない。 

５ 部会で決議された事項は，委員会の決議とみなす。 

６ 部会長は、部会の審議の経過又は結果を委員会に報告するものとする。 

（施行細目の委任） 

第３条 この要綱に定めるもののほか，部会の運営に関し必要な事項は，部会長が部会に諮って

定める。 

附 則 

この要綱は，平成 30年４月 26日より施行する。 

附 則 

この要綱は，平成 31年１月９日より施行する。 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第３回会議資料より抜粋 資料７ 
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（案） 

別 表（第２条関係） 

部会への委任事務 

１ 事故救済制度に関する専門部会 

(1) 事故救済制度に関すること（但し,事故救済制度の給付金の支給判定に関する専門

部会の所管に属することを除く。） 

２ 認知症初期集中支援事業等運営関連部会 

(1) 認知症の早期介入及び生活支援，並びに認知症初期集中支援事業及び，認知症疾患

医療センターの運営及び評価等に関すること。 

３ 認知症の診断に関する専門部会 

(1) 認知症の診断方法及び診断制度等に関すること。 

４ 事故救済制度に関する給付金判定部会 

(1) 事故救済制度に関する給付金判定等に関すること。 
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神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会規則

（趣旨）  

第１条  この規則は，神戸市認知症の人にやさしいまちづくり条例（平成 30年３

月条例第 21号）第 11条第６項の規定に基づき，神戸市認知症の人にや  

さしいまちづくり推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。

（組織）  

第２条  委員会に，特別の事項を調査審議させるため必要があるときは，特別委

員を置くことができる。  

２  特別委員は，その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了し

たときは，解嘱されるものとする。

（委員長）  

第３条  委員会に委員長を置き，委員の互選により選任する。  

２  委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。  

３  委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，委員長があらかじめ指

名する委員が，その職務を代理する。

（部会）  

第４条  委員会は，その定めるところにより，部会を置くことができる。  

２  部会に属すべき委員及び特別委員は，委員長が指名する。  

３  部会に部会長を置き，当該部会に属する委員の互選により選任する。  

４  部会長は，当該部会の事務を掌理する。  

５  部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは，当該部会に属する委員

のうちから部会長があらかじめ指名する者が，その職務を代理する。  

６  委員会は，その定めるところにより，部会の議決をもって委員会の議決とす

ることができる。

（議事）  

第５条  委員会は，委員長が招集し，委員長がその議長となる。  

２  委員会は，委員及び議事に関係のある特別委員の過半数が出席しなければ，

会議を開き，議決することができない。

案

第３回会議資料より抜粋 資料８

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会
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３  委員会の議事は，委員及び議事に関係のある特別委員で会議に出席したもの

の過半数で決し，可否同数のときは，委員長の決するところによる。

４  前３項の規定は，部会の議事に準用する。  

（意見の聴取等に関する協力の要請）  

第６条  委員会及び部会は，必要があると認めるときは，第三者の出席及び意見

の聴取並びに第三者からの資料の提出に関し，協力を要請することができる。

（除斥）  

第７条  議案について直接の利害関係を有する委員及び特別委員は，その議事に

加わることができない。ただし，委員会の同意があるときは，会議に出席し，

発言することができる。  

２  前項の規定は，部会の会議に準用する。

（会議の公開等）  

第８条  委員会の会議は，これを公開する。ただし，委員の発議により，委員及

び議事に関係のある特別委員で会議に出席したものの過半数で議決したときは，

この限りでない。  

２  前項の規定は，神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会運営要綱

第２条第１項第１号から第３号に掲げる部会の会議に準用する。

３  神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会運営要綱第２条第１項第

４号に掲げる部会の会議は、公開しない。

（庶務）  

第９条  委員会の庶務は，保健福祉局において処理する。

（施行細目の委任）

第 10条  この規則に定めるもののほか，議事の手続その他委員会の運営に関し必

要な事項は，委員長が委員会に諮って定める。

附  則  

この規則は，平成 30年４月１日から施行する。
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～認知症になっても安心して暮らしていけるまちへ～ 

全国初！ 認知症「神戸モデル」 

認知症「神戸モデル」とは、新たに創設する診断助成制度と事故救済制度を組み合わせ

て実施し、その財源は、超過課税の導入により、市民の皆様からご負担いただくこととす

る全国初の取り組み。 

 

 

 

(1) 新たな診断助成制度（平成 31年１月 28日開始） 

早期診断・早期発見を推進するため、２段階方式による診断助成制度を創設。いずれ 

も自己負担のない仕組み。 

① 認知機能検診（認知症の疑いの有無を診断）

・地域の医療機関で検診 

※実施医療機関数 326（医療機関名は今後公表）※平成 31年 1月時点 

② 認知機能精密検査（認知症かどうかと、病名を診断）

・専門の医療機関で診断 

※実施医療機関数 53（認知症疾患医療センター7含む）（医療機関名は今後公表） 

※平成 31年 1月時点 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

第３回会議資料より一部抜粋 資料９ 

認知症の人

・所在がわからなくなったら
かけつけ
（GPS安心かけつけサービス）

①見舞金は、賠償責任の有無にかかわらず支払い
（被害者救済のために、速やかに支払い）
②その後、賠償責任があれば 賠償責任保険より支払い
（その場合①の額は控除）

、
賠償責任保険等に加入

疑いのある方

認知症の診断

認知症の人が起こした事故

認知症神戸モデル＜概要イメージ＞

診断助成制度 事故救済制度

認知機能検診

第1段階

認知機能精密検査

第２段階
２
階
建
て
方
式

これらにかかる費用は市民のみなさまのご負担（個人市民税均等割１人あたり年間400円）でまかなう

②最高２億円

認知症の疑い
の有無を診断

認知症かどうかと
病名を診断

見舞金（給付金） 賠償責任の
有無にかか
わらず支給

65歳以上の市民

①最高３千万円

賠償責任保険

賠償責任
があれば
支給

自
己
負
担
ゼ
ロ

〈
市
が
助
成
〉

保険料を
市が負担

＜全市民対象＞

※地域の
医療機関

※専門の
医療機関
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(2) 新たな事故救済制度（平成３１年４月１日開始） 
認知症の方が事故を起こした場合に救済する制度を創設。（自動車事故除く） 

○認知症と診断された方が対象

①賠償責任保険に市が加入

・事前に登録された方の保険料を市が負担。

②事故があれば、24時間 365日相談を受付

・専用のコールセンターを設置し、事故が起こった際、迅速に相談に対応。

③所在が分からなくなったら、かけつけ

・非常時のかけつけ（捜索）サービスを含むＧＰＳ（衛星利用測位システム）の

導入費用を負担。※月額利用料金は別途発生 

○全神戸市民が対象

④認知症の人が起こした火災や傷害などの事故に遭われた方に、見舞金を支給

＜① 賠償責任保険と④見舞金の内容＞ 

「見舞金（給付金）制度」（事前登録不要。賠償責任の有無に関わらず支給）と「賠

償責任保険制度」（事前登録必要）の２階建て方式。 

※事故発生後、見舞金を先行して支給、その後に、賠償責任が認められれば、保険

金を支給する（その際には、先行して支給した見舞金分は控除）。 

⇒ 賠償責任の有無にかかわらず広く救済することが可能【見舞金制度】

⇒ 事前登録の必要なく救済することが可能【見舞金制度】

⇒ 賠償責任保険を事前登録（認知症と診断された人が対象）とし、認知症の

早期受診を促進【賠償責任保険制度】

（ⅰ）見舞金（給付金）         ※（ⅰ）と（ⅱ）は自動車事故対象外 

ア 被害者（市民）の場合 

 ・死亡（最高 3千万円）、後遺傷害（最高 3千万円）、入 

院（最高 10万円）、 

通院（最高 5万円）、財物損壊（最高 10万円）、休業損害（最高 5万円） 

※火事の類焼被害があった場合は上乗せ有り（1世帯当り最高 30万円・

１事故最高 1,000万円）。 

※財物損壊と類焼被害をあわせて最高 40万円。 

イ 被害者（市外）の場合 

 ・見舞金（最高 10万円） 

（ⅱ）賠償責任保険（認知症と診断された人で事前登録が必要） 

・賠償責任保険（最高２億円） ※責任無能力者を監督する者も被保険者 

  （ⅲ）傷害死亡・後遺障害保険（認知症と診断された人で事前登録が必要） 

交通事故（自動車事故対象）、交通乗用具の火災による事故によって死亡又は 

後遺障害を負った場合に支給（認知症の方が被害に遭われた場合） 

・死亡（100万円）、後遺障害（42万円～100万円） 
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【加害者（認知症の人）・被害者の住所地に基づく場合分け】 

  ※加害者（認知症の人）・被害者がいずれか市民であれば、支給の対象 

加害者 

市民 市外 

責任有り 責任無し 責任有り 責任無し 

被
害
者

市

民 

対

人 

賠償責任保険 
見舞金 見舞金 

見舞金 

対

物 

賠償責任保険 
見舞金 見舞金 

見舞金 

市

外 

対

人 

賠償責任保険 

見舞金 

対

物 

賠償責任保険 

見舞金 

本人の傷害 
傷害死亡・ 

後遺障害保険 
－ 

＜付帯事業＞ 

・GPS導入支援（GPS安心かけつけサービス） 

⇒初期費用（4,860 円）及び、所在が分からなくなった場合のかけつけサービス

費用（１時間 6,480 円で 1 回最大 3 時間まで）を市が負担。（かけつけサービ

スは 1年に最大 6回まで）

  ※月額利用料は別途利用者負担  

・コールセンター設置（事故発生時の相談対応：24時間 365日） 

(3) 神戸モデルの費用と財源 
神戸モデルの実現に必要な費用として年間約 3 億円（3 年間で約 9 億円）を予定。  

神戸モデルがスタートする平成 31年度から、市民税均等割（現行 3,500円）に１人あ

たり年間 400円（月当たり約 34円）を上乗せする。 
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平成 30年度 第３回 認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 議事要旨 

１．日時 平成 30年１月９日(水) 19：00～21：00 

２．場所 三宮研修センター５ 505号室 

３．議題 

（１） 審議事項 

① 認知症診断助成制度について（専門部会の報告と意見交換）

② 事故救済制度に関する給付金判定部会の設置について

③ 認知症初期集中支援事業運営関連部会の所管事項の追加等について

④ 意見交換

（２） 報告事項 

① 神戸モデルの進捗状況について

② 今後のスケジュール（予定）

（○＝委員 ◎＝オブザーバー ●＝事務局（神戸市）） 

（１）審議事項 ①認知症診断助成制度について（専門部会の報告と意見交換） 

○古和委員より資料６について説明

○事故救済制度について、資料６－２⑥の方で診断後に賠償責任保険とＧＰＳに申し込む

ことは可だが、その事故について賠償責任保険に事後的に加入するのは無理。その後また

再度何か事故が起こった時のために加入するという解釈でよいか。 

○私もそう理解している。

（事務局同意） 

○どのケースもほとんど網羅しており市民に優しい。

○パブコメの件数が過去類を見ないほど多い。関心の高い事業に多くの部分関与すること

ができ、ありがたい。診断助成制度について会の内部でも夏頃から会員に説明し、身近な

医療機関に来ていただけるよう、できるだけ第１段階には手挙げするよう働きかけた。10

月と 12月に制度参加する医療機関に二回にわけて説明・研修会を実施。第１段階に関わる

ことが重要で、診断の仕方について勉強している。すでにかかりつけ医で認知症治療して

いる人をどうするか等あらゆるケースを想定し、QAを作り対応に困らないようにしている。

受診の数は読めないが、市民のためになるよう全面的に協力を行い、都度、情報提供を会

員の方に繰り返し行っている。 

○この制度はかかりつけ医なしでは成り立たない。願わくばかかりつけ医の地区ごとのネ

ットワークも作ってもらえると、さらに運用がうまくいくと個人的には思う。 

神戸市認知症の人にやさしいまちづくり推進委員会 

議事要旨 資料10 
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（１）審議事項 ②事故救済制度に関する給付金判定部会の設置について 

●資料７について説明

（設置について全員了承） 

（１）審議事項 ③認知症初期集中支援事業運営関連部会の所管事項の追加等について 

●資料８・９について説明

（要綱改正、部会の名称変更、部会の所管事項追加について全員了承） 

（１）審議事項 ④意見交換 

◎先進的な制度だと思う。ただ、世界に発信していくのであれば、資料５だけを見ても外

国人には神戸モデルは伝わらない。外国人が見た時に、日本固有の制度、神戸固有の制度、

財源は何かというのも含めてわかるものがあれば発信しやすい。 

●世界に発信できるように、意見を基に改変していくのでご相談していきたい。

○世界のターゲットとは具体的にはどこを示しているのか。

◎ＷＨＯの認知症部局には伝えたい。国ごとの事例は集まっているが地域レベルの実践事

例は少ない。それをケースレポートとして報告していこうと本部が考えているので、そこ

で紹介する時に神戸モデルも発表できればと思う。 

○神戸モデルは新聞でも紹介されているが、性質上簡単な形でしか紹介されていない。こ

の制度は法律家の目で見ても新しい。日本を代表する法律関係の雑誌「ジュリスト」と「法

律時報」の２つに交渉したところ、好意的に掲載してくれることになった。詳細よりは制

度の枠組みや概要説明とどういう背景、どういう意味があるのか、従来の制度との関係に

ついて記載予定。 

○神戸市民６５歳以上について認知機能の分布等あるいはその結果第２段階に進んだのは

どういう状態か等、厳密なデータによって今後様々なデータや有病率が出てくる可能性が

高い制度だと思う。この制度は医師会の全面的な協力によってできた。重要なデータは今

後施策を考えるうえで参考になる。今後も医師会、神戸市と一緒に考えていければいい。

○フォローが大事。どういう事例でどうなったか情報発信を継続して発信できるように。

○事故救済制度だけというよりは、診断助成制度と有機的に結びついている部分が大変意

味のある部分だと思っているので、診断についても詳しく紹介したいと思っている。 

○これは地域包括ケア多職種連携の専門家の連携。あわせて保険会社の協力を非常に感じ

る。協力していただいているのはありがたい。 

○ＧＰＳについて、この制度の一番のポイントは持って外出してくれるかどうか。持って

くれないと何の意味もない。持って外出してくれる習慣をつけることがポイント。その点
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を保険会社も工夫してほしい。 

○保険会社でそういう工夫はあるのか。シアトルではＧＰＳを足首につけているという話

もある。 

●ＧＰＳ装着の点の工夫については、事業者と相談したうえで改善を重ねている段階で留

まっている。事業者もスキームを作るうえでどうやって持ってもらうのかには非常に課題

を感じている。３年運用の中でよりよい取り組みができればと思う。 

○装着も大事だが蛍光塗料を使う等服装も大事。そういうことも含めて行わないと事故は

おこる。制度実施にあわせて行っていかないといけない。 

○昨年 11 月に行われた連絡協議会でも話題になった。今年も 11 月に北九州市で行われる

ので成果、途中経過を報告していきたい。 

○診断助成制度、事故救済制度、いいものができた。神戸モデルという形で広い範囲で取

り上げられている。年間一人４００円の超過課税を財源としているので、当然ながら使わ

れ方、実績について十分に周知する必要がある。認知症の人にやさしいまちづくりを進め

ていくというところで、いろんなところに活かしていく必要がある。先日市立図書館協議

会に出席し、そこでは障害者に優しい図書館に取り組んでいく話になった。認知症の人に

優しい図書館に取り組んでいるところもあり、福祉施設に出向いて読み聞かせをする等行

っているよう。一例ではあるがいろんな分野で認知症の人に優しい施策を様々な部局で行

ってほしい。 

○認知症については施設も苦労している。施設だけで認知症への対応をするのは厳しい。

一般のお年寄りと同じ扱いをしてもらえるので連盟としては喜んでいる。 

○家族としていい制度ができたことが本当にうれしい。会は全国組織なので、ぜひ本部の

機関紙に制度について掲載したいと思っている。認知症を介護しながら、怪しい介護者も

出てきているので介護をしている側の家族にも診断制度を受けてほしいと思う。 

○よくあるのは制度ができても実施できるところが少なくパンクするところもあるが、疾

患医療センターの整備が最大規模で現実的に進んでいるのが素晴らしい。疾患医療センタ

ー７つはどうやって募集したのか。市から大きな働きかけをしたのか、意識が高い病院が

多いのか、こんなに順調に増えていくのは何かあったのか。 

●病院の意識が高かった。市が働きかけたわけではない。でも制度を進めていくには７箇

所だけでもパンクするので第２段階の病院を医師会の働きかけにより増やした。 

○これまでの経過を見たが、素晴らしい制度。認知症同士２人で住んでいる夫婦、認知症

で独居の人、家族はいるがネグレクトでほとんど家に寝たきりの人、民間病院の救急の現

場に運ばれてくるのはそういう例もある。網羅されているとは思うがそういう制度を受け

られない人がいないかが心配。そういう人には団体としても備えていかないとと思う。地

域での見守りの中でもあの家はおかしい、いろんな匂いがしている、全身褥瘡の人、そう

いう気の毒な人が救われるように自治体や地域の協力も必要。 

○制度が進んでいく過程で行政の方も学ぶし一般市民も学んでいく。学校や周りが変わっ
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ていく。制度を始めてそれに文化がのってくればいい。やっていかないと仕方がない。期

待をしながら進めていけたら。 

○この制度が充実して発展させ持続的に行っていくには、４００円の負担の理解が市民に

どれだけ深まるかにかかっているのではないか。市民税の納付通知と一緒に４００円の使

われ方の説明も同封しておくと市民にもわかりやすいのではないか。 

○税金の使い道は常にフォローしてほしい。

（２）報告事項 ①神戸モデルの進捗状況について 

●資料３、５について説明

○ＧＰＳについて、件数等カバーできるのか。

●カバーできると考えている。

○カバーできるとのことだが運用実績はあるのか？

●現在行っている安心登録事業の実績では、年回複数回いなくなった人で、最高３～４回

のため、かけつけサービスは６回で十分カバーできると考えている。 

○このサービスの導入例はないのか。

●GPS事業については政令市で導入しているところは多数ある。

○保険料で実施することについてはどうか。

●全国で初めて

○第２段階で認知症と診断された人は、あらためて事故救済制度に申請しないといけない

のか。医療機関から自動的に行われないのか。 

●本人の意思で申請してもらう。

○身内がいるといいが、独り暮らしの人にはどう対応するのか。

●認知症初期集中支援事業があり、独居の人等はあんしんすこやかセンター等と連携して

診断や受診に繋いでいく。 

○独り暮らしの認知症の人は自分で申請できないがどうするのか。

●個人の意思を尊重しながら手続きの手伝いをしていく。誰かが勝手に申請して登録され

ることはない。 

○市全体で認知症の人をケアしていくことは、認知症にやさしいまちづくりの大事なポイ

ント。地域への教育でセンターや初期集中の仕組みを理解してもらってこそうまくいく。 

○医療機関に来る家族、患者はすでに診断がついている。その人達にこの制度のことを聞

くと驚くことにほぼ全員知っている。４月になったらすぐ利用したいとも聞く。周知はパ

ーフェクトというのが現場の印象。市民から歓迎されている。 

○第１段階の診断を受ける場合、一人暮らしの人は一人で受診するのは難しいと思う。心

配な人には民生委員が一緒について行ってもいいのか。 
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●本人の希望があれば構わない。受診するには受診券が必要なので、その手続きの段階か

ら手伝いが必要。民生委員、遠方の家族、センターに相談、初期集中等パターンはいろい

ろある。 

●区職員も含めてこの制度の周知が必要。市の職員全てがある程度この制度を知って市民

に案内できるようにしたい。 

○受診に回数制限はあるのか。

●６５歳以上は１年１回。ＭＣＩと診断された人については半年に１回。基本は１年１回。

○デイサービスをしているが、認知症の人が多い。この制度は素晴らしく、詳細について

は、これから勉強していきたい。 

○最終的には小学校から教育して、住民全体を教育して町全体に浸透させていく。

○我々は毎年自主で研修をしている。そこでは新しい制度や仕組みについて勉強している。

今年度は。認知症制度の勉強会を予定。 

○一人４００円の超過課税だが、滞納者は制度利用対象にならない等リンクはしないか。

●リンクはしていない。

（２）報告事項 ②今後のスケジュール（予定） 

●資料 10について説明

（意見なし） 
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第２回 認知症の診断に関する専門部会議事要旨 

日時：１２月３日（月） 

場所：三宮研修センター７０５号室 19:30 ～21:30 

議題：（１）審議事項 

① 認知症診断助成制度について

② 認知症診断助成制度に関する書類について

（２）報告事項 

① 神戸市医師会との協議状況

② 認知症疾患医療センターとの協議状況

③ 今後のスケジュールについて

○：委員 ●：事務局

（医師会の進捗状況報告） 

○医師会員への説明のなかで、「診断助成制度を利用しないと、認知症に関する治療を行えないの

か」と質問を受けたが、診断制度と治療を行うことは別のものであると回答し、それ以降は質

問を受けていない。

医療機関リストについては、各区で確認のうえ、決定する予定。

（資料７説明） 

○資料６-２ ８（１～７以外の方法で認知症と診断）とはどういうケースか。

●第２段階実施医療機関以外での受診によるもので、広報期間を考慮した 1年間の経過措置。

○訪問診療をしているケースについて、以前に診断を受けられた方も専門医の診断でなければ、

第２段階実施医療機関で再度受診する必要があるのか。

また、市外で過去に診断されたケースはどうか。

●既診断の方は、資料６－２の７に記載。

○老健・特養に入所しており、往診の先生が診断をする場合について、CT等の必須項目の検査を

緩和するのかどうかという問題はあるが、第２段階実施医療機関は総合病院・検査機器をもっ

た病院だけではなく、往診等も実施される先生にも入っていただくと、入所ケースにも対応で

きるのではないか。

●第２段階実施医療機関には、往診をされる先生も入っていると考えているが、制度周知の段階

で必須項目の例外は設けていない。ただし、第２段階の結果票に、「検査不能」の欄を設けてお

り、第２段階実施医療機関で検査ができない正当な理由があるのであれば、認める余地は残し

認知症の診断に関する専門部会 

議事要旨 資料11 
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ている。 

事故救済制度に関しては、給付金の支給については、判定部会にて、過去の診断から対象とで

きると考えている。賠償責任保険については、事前登録が必要なため、保険の必要性を考え、

申請してもらうことになる。 

（審議事項）検討事項について、概ね同意をいただく 

○認知症患者が加害者となった場合、事後の診断について、被害者側から申し立てられるか。

●原則、給付金は被害者からの申請。その際に診断を受けていない場合について、運用上は、被

害者から、加害者に働きかけ、双方が協力するかたちで、申請を行う。

○MCI で経過観察中に事故が発生した場合、その際に再度検査を受け、認知症の判断をするとい

う理解でよいか。

●よい。MCI 経過観察は、第２段階実施医療機関・かかりつけ医のどちらで行ってもよい。双方

ともに助成の対象。

判定部会の方で何か検討事項があれば、再検査などで対応とする。制度を開始後、ここにあげ

た以外のレアケースがでてくる場合は、判定部会にゆだねるとしており、そこで判断するとし

ている。

○賠償責任保険の場合は、対象をどのように考えているか。暴力、器物破損、水漏れなど様々な

事例に対応しているのか。

●自動車事故は、認知症の人は道路交通法上運転をしてはいけないという点と、強制保険の自賠

責保険に加入しているため、対象外としている。認知症の方が、車に引かれるといった被害者

になった場合は、傷害死亡保険の対象とすることは可能。

賠償責任は、他の保険と調整を行なうが、自動車事故を除きあらゆる事故に対応する。

火災については、給付金は約定履行保険として対応し、物損の給付金より上乗せをするとして

いる。

水漏れの場合は、賠償責任保険の対象となり、賠償責任があれば、最大２億となる。

○第２段階は本人が予約することが原則であるが、第１段階医療機関が予約の対応をするかは、

医療機関の判断か。

●家族や本人が、行かれる医療機関を選ぶことが原則である。

○既に診断を受けた方の診断書・リーフレットの配布はあるか。

●診断制度開始時期間際にはなるが、送付はある。また HPにて公開。

（資料９ 今後のスケジュールを説明後、質疑） 

○第２段階の医療機関（センター以外）が行う際に、診断名が変わると届出をする必要ないのか。
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また、疾患医療センターであれば、短期間で診断が出ると思うが、そのほかの診療機関では、

時間がかかるのではないか。 

●心理検査に関する費用も助成の対象になる。別の医療機関で画像検査等を行うことも可能（登

録医療機関であることは問わない）。

診断名に関して、認知症のなかでかわるものについては、特に修正までは求めない（診断制度

の対象からは変わらないため）。

○第２段階も対応するが、画像は撮れない。その場合は、第２段階の病院と連携し対応するよう

な流れか。

●第２段階登録機関ではなくともよい。日頃連携している画像診断をする病院に紹介して欲しい。 

○診断については長谷川式を用いることになっているが、MMSEを使いたいところもある。

今後の使用ツールについては、検討の機会が設けられるとありがたい。

●MMSEに関しては、使用の際にパテント料が発生し、日本語版を買い取る形で、費用がかかるた

め、導入ができなかった経緯がある。

○登録医療機関に非医師会員でも登録できるのか。

○非医師会員とは、神戸市と独自でのルートはないのか。

○医療機関の内容が把握できないため、医師会員に限っているが、医師会に入会を申し込んだら

基本的に断ることはない。医師会としてこの制度に協力をしていることを理解して、医師会に

入ってもらい、この制度に加わってもらうことをお願いする予定である。

●事務局としても、医師会は正当な理由なく、入会を拒否することは、社団法人としてないと考

えている。

ちなみに、その他の制度を考えると２通りやり方があり、一つ目は、条令に基づく福祉医療制

度は医師会に委託して、医師会員だけではなく、非医師会員も含めて事務局は医師会で行う。

二つ目は、予防接種の助成制度では、非医師会員は神戸市と直接やりとりをする。今後も引き

続き、医師会と協議していく。
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